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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体光と参照光の干渉によって記録層にホログラムを形成し情報を書き込んだホログラ
ム記録媒体において、
　上記記録層には情報を有するホログラムと複製判別ホログラムとが形成され、上記ホロ
グラムはビームウエストを所定高さに有する第１物体光により形成され、上記複製判別ホ
ログラムは上記第１物体光と異なる高さにビームウエストを有する第２物体光により形成
されてなり、
　上記情報を有するホログラムは、上記第１物体光を照射して得られる再生光のビームウ
エスト面を仮想鏡面とした鏡面対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホ
ログラムと同じ大きさのホログラムを形成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置に、上記参
照光の照射により上記複製判別ホログラムと異なる大きさのホログラムを形成するもので
あることを特徴とするホログラム記録媒体。
【請求項２】
　物体光と参照光の干渉によって記録層にホログラムを形成し情報を書き込んだホログラ
ム記録媒体において、
　上記記録層には情報を有するホログラムと複製判別ホログラムとが形成され、上記ホロ
グラムは所定の屈折率を有する第１媒質を通過した第１物体光により形成され、上記複製
判別ホログラムは上記第１物体光と異なる屈折率を有する第２媒質を通過した第２物体光
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により形成されてなり、
　上記情報を有するホログラムは、上記第１物体光を照射して得られる再生光のビームウ
エスト面を仮想鏡面とした鏡面対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホ
ログラムと同じ大きさのホログラムを形成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置に、上記参
照光の照射により上記複製判別ホログラムと異なる大きさのホログラムを形成するもので
あることを特徴とするホログラム記録媒体。
【請求項３】
　物体光と参照光の干渉によってホログラムが形成され情報が書き込まれた記録層を有す
るホログラム記録媒体において、
　上記記録層には情報を有するホログラムと複製判別ホログラムとが形成され、該ホログ
ラムと複製判別ホログラムは上記参照光の入射によりそれぞれ再生光を発生すると共に、
該再生光の出射角度が互いに異なり、
　上記情報を有するホログラムは、上記再生光のビームウエスト面を仮想鏡面とした鏡面
対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホログラムと同じホログラムを形
成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置から前記延
在平面に対し平行移動した前記鏡面対称位置と異なる位置に、上記参照光の照射によりホ
ログラムを形成するものであることを特徴とするホログラム記録媒体。
【請求項４】
　上記ホログラムは所定角度を有して上記記録層に入射する第１物体光により形成され、
上記複製判別ホログラムは上記第１物体光と異なる角度を有して上記記録層に入射する第
２物体光により形成されてなることを特徴とする請求項３記載のホログラム記録媒体。
【請求項５】
　上記複製判別ホログラムは第２物体光を上記記録層の端部より外側から入射させること
により形成されることを特徴とする請求項４記載のホログラム記録媒体。
【請求項６】
　上記複製判別ホログラムは上記第２物体光を複数入射させることにより多重形成されて
なることを特徴とする請求項４記載のホログラム記録媒体。
【請求項７】
　物体光と参照光の干渉によって記録層にホログラムを形成し情報を書き込んだホログラ
ム記録媒体の製造方法であって、
　マスターホログラム記録媒体の記録層に、ビームウエストを所定高さに有する第１物体
光により形成される情報を有したホログラムと、上記第１物体光と異なる高さにビームウ
エストを有する第２物体光により形成される複製判別ホログラムとを形成する過程と、
　ホログラム記録媒体を上記マスターホログラム記録媒体と所定の間隔を空けて対向させ
た状態に保持する過程と、
　対向させた上記マスターホログラム記録媒体と上記ホログラム記録媒体とに複製用参照
光を照射し、上記マスターホログラム記録媒体の記録層に形成された上記ホログラムおよ
び上記複製判別ホログラムからの再生光と、上記複製用参照光との干渉光により上記ホロ
グラム記録媒体の記録層に上記ホログラムおよび上記複製判別ホログラムをそれぞれ複製
する過程と、
を有し、
　上記情報を有するホログラムは、上記第１物体光を照射して得られる再生光のビームウ
エスト面を仮想鏡面とした鏡面対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホ
ログラムと同じ大きさのホログラムを形成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置に、上記参
照光の照射により上記複製判別ホログラムと異なる大きさのホログラムを形成するもので
あることを特徴とするホログラム記録媒体の製造方法。
【請求項８】
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　物体光と参照光の干渉によって記録層にホログラムを形成し情報を書き込んだホログラ
ム記録媒体の製造方法であって、
　マスターホログラム記録媒体の記録層に、情報を有したホログラムと複製判別ホログラ
ムとを形成する過程と、
　ホログラム記録媒体を上記マスターホログラム記録媒体と所定の間隔を空けて対向させ
た状態に保持する過程と、
　対向させた上記マスターホログラム記録媒体と上記ホログラム記録媒体とに複製用参照
光を照射し、上記マスターホログラム記録媒体の記録層に形成された上記ホログラムから
の再生光は所定の屈折率を有する第１媒質を通過させると共に、上記複製判別ホログラム
からの再生光は上記第１媒質と異なる屈折率を有する第２媒質を通過させ、上記第１媒質
又は第２媒質を通過した各再生光と、上記複製用参照光との干渉により上記ホログラム記
録媒体の記録層に上記ホログラムおよび上記複製判別ホログラムをそれぞれ複製する過程
と、
を有し、
　上記情報を有するホログラムは、上記第１物体光を照射して得られる再生光のビームウ
エスト面を仮想鏡面とした鏡面対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホ
ログラムと同じ大きさのホログラムを形成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置に、上記参
照光の照射により上記複製判別ホログラムと異なる大きさのホログラムを形成するもので
あることを特徴とするホログラム記録媒体の製造方法。
【請求項９】
　物体光と参照光の干渉によって記録層にホログラムを形成し情報を書き込んだホログラ
ム記録媒体の製造方法であって、
　マスターホログラム記録媒体の記録層に、所定角度を有して上記記録層に入射する第１
物体光により形成される情報を有したホログラムを形成する過程と、
　上記マスターホログラム記録媒体の記録層に、上記第１物体光と異なる角度を有して上
記記録層に入射する第２物体光により形成される複製判別ホログラムとを形成する過程と
、
　ホログラム記録媒体を上記マスターホログラム記録媒体と所定の間隔を空けて対向させ
た状態に保持する過程と、
　対向させた上記マスターホログラム記録媒体と上記ホログラム記録媒体とに複製用参照
光を照射し、上記マスターホログラム記録媒体の記録層に形成された上記ホログラムおよ
び上記複製判別ホログラムからの再生光と、上記複製用参照光との干渉光により上記ホロ
グラム記録媒体の記録層に上記ホログラムおよび上記複製判別ホログラムをそれぞれ複製
する過程と、
を有し、
　上記情報を有するホログラムは、上記再生光のビームウエスト面を仮想鏡面とした鏡面
対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホログラムと同じホログラムを形
成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置から前記延
在平面に対し平行移動した前記鏡面対称位置と異なる位置に、上記参照光の照射によりホ
ログラムを形成するものであることを特徴とするホログラム記録媒体の製造方法。
【請求項１０】
　上記マスターホログラム記録媒体の複製判別ホログラムを上記ホログラム記録媒体の記
録層の端部より外側に形成することを特徴とする請求項９記載のホログラム記録媒体の製
造方法。
【請求項１１】
　上記マスターホログラム記録媒体の複製判別ホログラムを上記再生光がそれぞれ同じ位
置に集光するように複数形成することを特徴とする請求項９記載のホログラム記録媒体の
製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体光と参照光との干渉によりホログラムとして情報が記録されたホログラ
ム記録媒体およびその製造方法に関し、特に不正な複製の判別に用いられる複製判別ホロ
グラムが形成されたホログラム記録媒体およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からコンピュータ等に用いられる記憶装置としては、磁気や光によって情報を記録
媒体に対して２次元的に書込み、読込みを行うものが広く用いられている。磁気を用いた
記録媒体としては、ハードディスクなどが知られており、光を用いた記憶装置としては、
ＣＤやＤＶＤなどが知られている。これら記憶装置は、大容量化の要求に応えるため、こ
れまでに記録密度に関して著しい進歩を果たしてきたものである。そして、さらなる大容
量化のための手段として、ホログラムの原理を用いた記憶装置の開発が進められている。
【０００３】
　ホログラム装置は、記録媒体に情報をページ単位でホログラムとして記録された情報を
読込んで再生するものである。記録媒体には符号化されたページ単位の情報が屈折率変化
等のパターンとして書き込まれている。このパターンは、記憶装置において物体光と参照
光の干渉により形成されたホログラムであり、情報を記録媒体から読み出すには、発光部
より参照光のみを記録媒体に入射させ、ホログラムのパターンで回折させてＣＣＤやＣＭ
ＯＳ等の光電変換素子からなる受光部によって受光することにより、書き込まれた情報を
再生することができる。このようなホログラム装置は、例えば特許文献１に記載されてい
るものがある。
【特許文献１】特開２００３－４３９０４号公報
【０００４】
　また、ホログラムが形成されたホログラム記録媒体を複製するには以下のような方法が
知られている。図１９は複製されるホログラム記録媒体５１の形成について示した図、図
２０はマスターとなるホログラム記録媒体５１の複製について示した図である。ホログラ
ム記録媒体５１の記録層５２に形成されているホログラム５３は、複製用ホログラム記録
媒体６１の複製記録層６２に同じものが形成される。
【０００５】
　ホログラム記録媒体５１の記録層５２には、図１９に示すようにビームウエスト５６ａ
を所定高さに有する物体光５６と発光部７０からの参照光５５との干渉によりホログラム
５３が複数形成される。記録層５２に形成された各ホログラム５３、５３は、図２０に示
すように参照光６５を入射させると、ホログラム５３を形成した物体光５６に対応する再
生光６６をそれぞれ発生する。この再生光６６はビームウエスト６６ａに収束し、それか
ら発散光束となる。
【０００６】
　図２０に示すように、発光部７０はレンズ７２を有し、発光部７０からの参照光６５は
レンズ７２によりホログラム記録媒体５１及び複製用ホログラム記録媒体６１の略全体に
入射可能とされる。参照光６５が入射した各ホログラム５３、５３からの再生光６６は、
ホログラム記録媒体５１を透過した参照光６５と複製記録層６２で干渉し、記録層５２に
形成されているホログラム５３と同じホログラム６３が複製記録層６２に形成される。複
製用のホログラム記録媒体６１は、再生光６６のビームウエスト６６ａの位置を中心とし
てホログラム記録媒体５１と対称な位置に配置されるので、複製記録層６２における再生
光６６の断面径は記録層５２に形成されているホログラム５３の径と同じになる。すなわ
ち、複製記録層６２には記録層５２のホログラム５３と同じホログラム６３が形成される
。
【０００７】
　また、上述の複製方法は、図２１に示すように、ビームウエスト６６ａを所定高さに有
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する物体光５６をホログラム記録媒体５１の下側から入射させて形成された反射型のホロ
グラムに対しても適用することができる。図２２に、物体光５６を参照光６５と対向する
方向から入射させてホログラム５３を形成した場合のホログラム記録媒体５１の複製につ
いて示す。
【０００８】
　図２２に示すように、ホログラム記録媒体５１の記録層５２には物体光５６を下側から
入射させてホログラム５３が複数形成されているため、各ホログラム５３、５３に参照光
６５を入射させるとホログラム５３を形成した物体光５６に対応する再生光６６は上向き
に発生する。したがって、この再生光６６のビームウエスト６６ａの位置を中心としてホ
ログラム記録媒体５１と対称な位置、すなわちホログラム記録媒体５１の上側に複製用の
ホログラム記録媒体６１を配置すると、複製記録層６２における再生光６６の断面径は記
録層５２に形成されているホログラム５３の径と同じになる。すなわち、複製記録層６２
に記録層５２に形成されているホログラム５３と同じホログラム６３を形成することがで
きる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述の複製方法は簡易であるため大量生産に適し、製造コストを低減できるが、不正に
複製された場合に正規品と区別がつかず、これを防止する有効な手段がないという問題点
を有している。
【００１０】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、不正な複製を防止可能なホログラム
記録媒体およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明に係るホログラム記録媒体は、物体光と参照光の干渉
によって記録層にホログラムを形成し情報を書き込んだホログラム記録媒体において、
　上記記録層には情報を有するホログラムと複製判別ホログラムとが形成され、上記ホロ
グラムはビームウエストを所定高さに有する第１物体光により形成され、上記複製判別ホ
ログラムは上記第１物体光と異なる高さにビームウエストを有する第２物体光により形成
されてなり、
　上記情報を有するホログラムは、上記第１物体光を照射して得られる再生光のビームウ
エスト面を仮想鏡面とした鏡面対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホ
ログラムと同じ大きさのホログラムを形成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置に、上記参
照光の照射により上記複製判別ホログラムと異なる大きさのホログラムを形成するもので
あることを特徴として構成されている。
【００１２】
　また、本発明に係るホログラム記録媒体は、物体光と参照光の干渉によって記録層にホ
ログラムを形成し情報を書き込んだホログラム記録媒体において、
　上記記録層には情報を有するホログラムと複製判別ホログラムとが形成され、上記ホロ
グラムは所定の屈折率を有する第１媒質を通過した第１物体光により形成され、上記複製
判別ホログラムは上記第１物体光と異なる屈折率を有する第２媒質を通過した第２物体光
により形成されてなり、
　上記情報を有するホログラムは、上記第１物体光を照射して得られる再生光のビームウ
エスト面を仮想鏡面とした鏡面対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホ
ログラムと同じ大きさのホログラムを形成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置に、上記参
照光の照射により上記複製判別ホログラムと異なる大きさのホログラムを形成するもので
あることを特徴として構成されている。
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【００１３】
　さらに、本発明に係るホログラム記録媒体は、物体光と参照光の干渉によってホログラ
ムが形成され情報が書き込まれた記録層を有するホログラム記録媒体において、
　上記記録層には情報を有するホログラムと複製判別ホログラムとが形成され、該ホログ
ラムと複製判別ホログラムは上記参照光の入射によりそれぞれ再生光を発生すると共に、
該再生光の出射角度が互いに異なり、
　上記情報を有するホログラムは、上記再生光のビームウエスト面を仮想鏡面とした鏡面
対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホログラムと同じホログラムを形
成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置から前記延
在平面に対し平行移動した前記鏡面対称位置と異なる位置に、上記参照光の照射によりホ
ログラムを形成するものであることを特徴として構成されている。
【００１４】
　さらにまた、本発明に係るホログラム記録媒体は、上記ホログラムは所定角度を有して
上記記録層に入射する第１物体光により形成され、上記複製判別ホログラムは上記第１物
体光と異なる角度を有して上記記録層に入射する第２物体光により形成されてなることを
特徴として構成されている。
【００１５】
　そして、本発明に係るホログラム記録媒体は、上記複製判別ホログラムは第２物体光を
上記記録層の端部より外側から入射させることにより形成されることを特徴として構成さ
れている。
【００１６】
　また、本発明に係るホログラム記録媒体は、上記複製判別ホログラムは上記第２物体光
を複数入射させることにより多重形成されてなることを特徴として構成されている。
【００１７】
　さらに、本発明に係るホログラム記録媒体の製造方法は、物体光と参照光の干渉によっ
て記録層にホログラムを形成し情報を書き込んだホログラム記録媒体の製造方法であって
、
　マスターホログラム記録媒体の記録層に、ビームウエストを所定高さに有する第１物体
光により形成される情報を有したホログラムと、上記第１物体光と異なる高さにビームウ
エストを有する第２物体光により形成される複製判別ホログラムとを形成する過程と、
　ホログラム記録媒体を上記マスターホログラム記録媒体と所定の間隔を空けて対向させ
た状態に保持する過程と、
　対向させた上記マスターホログラム記録媒体と上記ホログラム記録媒体とに複製用参照
光を照射し、上記マスターホログラム記録媒体の記録層に形成された上記ホログラムおよ
び上記複製判別ホログラムからの再生光と、上記複製用参照光との干渉光により上記ホロ
グラム記録媒体の記録層に上記ホログラムおよび上記複製判別ホログラムをそれぞれ複製
する過程と、
を有し、
　上記情報を有するホログラムは、上記第１物体光を照射して得られる再生光のビームウ
エスト面を仮想鏡面とした鏡面対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホ
ログラムと同じ大きさのホログラムを形成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置に、上記参
照光の照射により上記複製判別ホログラムと異なる大きさのホログラムを形成するもので
あることを特徴として構成されている。
【００１８】
　さらにまた、本発明に係るホログラム記録媒体の製造方法は、物体光と参照光の干渉に
よって記録層にホログラムを形成し情報を書き込んだホログラム記録媒体の製造方法であ
って、
　マスターホログラム記録媒体の記録層に、情報を有したホログラムと複製判別ホログラ
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ムとを形成する過程と、
　ホログラム記録媒体を上記マスターホログラム記録媒体と所定の間隔を空けて対向させ
た状態に保持する過程と、
　対向させた上記マスターホログラム記録媒体と上記ホログラム記録媒体とに複製用参照
光を照射し、上記マスターホログラム記録媒体の記録層に形成された上記ホログラムから
の再生光は所定の屈折率を有する第１媒質を通過させると共に、上記複製判別ホログラム
からの再生光は上記第１媒質と異なる屈折率を有する第２媒質を通過させ、上記第１媒質
又は第２媒質を通過した各再生光と、上記複製用参照光との干渉により上記ホログラム記
録媒体の記録層に上記ホログラムおよび上記複製判別ホログラムをそれぞれ複製する過程
と、
を有し、
　上記情報を有するホログラムは、上記第１物体光を照射して得られる再生光のビームウ
エスト面を仮想鏡面とした鏡面対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホ
ログラムと同じ大きさのホログラムを形成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置に、上記参
照光の照射により上記複製判別ホログラムと異なる大きさのホログラムを形成するもので
あることを特徴として構成されている。
【００１９】
　そして、本発明に係るホログラム記録媒体の製造方法は、物体光と参照光の干渉によっ
て記録層にホログラムを形成し情報を書き込んだホログラム記録媒体の製造方法であって
、
　マスターホログラム記録媒体の記録層に、所定角度を有して上記記録層に入射する第１
物体光により形成される情報を有したホログラムを形成する過程と、
　上記マスターホログラム記録媒体の記録層に、上記第１物体光と異なる角度を有して上
記記録層に入射する第２物体光により形成される複製判別ホログラムとを形成する過程と
、
　ホログラム記録媒体を上記マスターホログラム記録媒体と所定の間隔を空けて対向させ
た状態に保持する過程と、
　対向させた上記マスターホログラム記録媒体と上記ホログラム記録媒体とに複製用参照
光を照射し、上記マスターホログラム記録媒体の記録層に形成された上記ホログラムおよ
び上記複製判別ホログラムからの再生光と、上記複製用参照光との干渉光により上記ホロ
グラム記録媒体の記録層に上記ホログラムおよび上記複製判別ホログラムをそれぞれ複製
する過程と、
を有し、
　上記情報を有するホログラムは、上記再生光のビームウエスト面を仮想鏡面とした鏡面
対称位置に、上記参照光の照射により上記情報を有するホログラムと同じホログラムを形
成し、
　上記複製判別ホログラムは、上記仮想鏡面の延在平面に対する鏡面対称位置から前記延
在平面に対し平行移動した前記鏡面対称位置と異なる位置に、上記参照光の照射によりホ
ログラムを形成するものであることを特徴として構成されている。
【００２０】
　また、本発明に係るホログラム記録媒体の製造方法は、上記マスターホログラム記録媒
体の複製判別ホログラムを上記ホログラム記録媒体の記録層の端部より外側に形成するこ
とを特徴として構成されている。
【００２１】
　さらに、本発明に係るホログラム記録媒体の製造方法は、上記マスターホログラム記録
媒体の複製判別ホログラムを上記再生光がそれぞれ同じ位置に集光するように複数形成す
ることを特徴として構成されている。
【発明の効果】
【００２２】
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　本発明に係るホログラム記録媒体によれば、記録層のホログラムはビームウエストを所
定高さに有する第１物体光により形成され、複製判別ホログラムは第１物体光と異なる高
さにビームウエストを有する第２物体光により形成されてなることにより、複製毎に異な
る大きさで複製判別ホログラムが形成されることになるので、複製判別ホログラムの大き
さを調べることによって不正な複製か否かを判別することができる。
【００２３】
　また、本発明に係るホログラム記録媒体によれば、記録層のホログラムは所定の屈折率
を有する第１媒質を通過した第１物体光により形成され、複製判別ホログラムは第１物体
光と異なる屈折率を有する第２媒質を通過した第２物体光により形成されてなることによ
り、第２媒質を有しない通常の複製装置では複製判別ホログラムが異なる大きさで形成さ
れるので、この場合も複製判別ホログラムの大きさを調べることによって不正な複製か否
かを判別することができる。
【００２４】
　さらに、本発明に係るホログラム記録媒体によれば、記録層のホログラムと複製判別ホ
ログラムは再生光の出射角度が互いに異なることにより、複製記録層には複製判別ホログ
ラムが記録層に形成された位置と異なる位置に形成されるので、複製判別ホログラムの位
置を調べることによって不正な複製か否かを判別することができる。
【００２５】
　さらにまた、本発明に係るホログラム記録媒体によれば、ホログラムは所定角度の第１
物体光により形成され、複製判別ホログラムは第１物体光と異なる角度の第２物体光によ
り形成されることにより、ホログラムからの再生光と複製判別ホログラムからの再生光は
、出射角度が互いに異なり、複製の際に複製判別ホログラムを異なる位置に形成すること
ができる。
【００２６】
　そして、本発明に係るホログラム記録媒体によれば、複製判別ホログラムは第２物体光
を記録層の端部より外側から入射させることにより形成することにより、複製判別ホログ
ラムからの再生光は複製記録層の端部より外側を通過し、複製記録層には複製判別ホログ
ラムが形成されないため、複製判別ホログラムの有無を調べることによって不正な複製か
どうかを判別することができる。
【００２７】
　また、本発明に係るホログラム記録媒体によれば、複製判別ホログラムは第２物体光を
複数入射させることにより多重形成されてなることにより、複製判別ホログラムからの再
生光が複数発生し、ホログラムが複製された複製記録層には複製判別ホログラムが複数形
成されるため、複製判別ホログラムの数を調べることによって不正な複製かどうかを判別
することができる。また、複製判別ホログラムから発生する各再生光は情報を有するホロ
グラムからの再生光より強度が低下するため、更に複製を行うことで複製判別ホログラム
の配置が同じとなった場合でも回折強度が低下し、ホログラムと複製判別ホログラムの回
折強度比を調べることによって不正な複製を判別することができる。
【００２８】
　さらに、本発明に係るホログラム記録媒体の製造方法によれば、マスター記録媒体に情
報を有したホログラムと複製判別ホログラムとを形成し、マスターホログラム記録媒体と
ホログラム記録媒体に複製用参照光を照射し、ホログラム記録媒体の記録層にホログラム
および複製判別ホログラムをそれぞれ複製することにより、マスターホログラム記録媒体
から不正な複製を防止可能なホログラム記録媒体を大量生産できるため、製造コストを低
減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の実施形態について説明する。本実施形態におけるホログラム記録媒体１はマス
ターホログラム記録媒体２１を複製してなるもので、記録層２に情報を有するホログラム
３と複製判別ホログラム４とが形成される。図１にマスターホログラム記録媒体２１の形
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成について示し、図２に本実施形態におけるホログラム記録媒体１の形成について示す。
【００３０】
　本実施形態におけるホログラム記録媒体１は、フォトリフラクティブ材料またはフォト
ポリマー材料からなり、符号化されたページ単位の情報を有するマスターホログラム記録
媒体２１からの第１再生光１６を参照光５と干渉させ、この干渉縞をホログラム３として
記録層２に形成することで情報を書き込む。また、ホログラム３を形成するのに用いた参
照光５をホログラム３に入射させることによって、ホログラム３は第１再生光６を発生す
る。この第１再生光６をＣＣＤやＣＭＯＳ等の光電変換素子で受光することによって、情
報を読み出すことができる。
【００３１】
　本実施形態におけるホログラム記録媒体１は、マスターホログラム記録媒体２１を複製
することにより大量生産され、正規品として市販される。ここで、マスターホログラム記
録媒体２１の形成について説明する。図1に示すようにマスターホログラム記録媒体２１
のマスター記録層２２には、情報を有するホログラム２３と複製判別ホログラム２４が形
成される。
【００３２】
　情報を有するホログラム２３は、図１に示すようにビームウエスト２６ａをマスター記
録層２２より下方位置に有する第１物体光２６と、発光部３０から発光されレンズ３１に
より平行光とされた参照光２５により形成される。また、複製判別ホログラム２４は、第
１物体光２６と異なる高さとなるマスター記録層２２内にビームウエスト２７ａを有する
第２物体光２７と、情報を有するホログラム２３の形成に用いた参照光２５により形成さ
れる。
【００３３】
　第１物体光２６と第２物体光２７は、ビームウエストの高さが互いに異なるため、マス
ター記録層２２における第１物体光２６と第２物体光２７のビーム径は互いに異なり、情
報を有するホログラム２３と複製判別ホログラム２４は互いに異なる大きさで形成される
。また、図２に示すように、情報を有するホログラム２３及び複製判別ホログラム２４は
、形成に用いた参照光２５と同じ波長で同じ角度の参照光５を入射させることによって第
１再生光１６及び第２再生光１７をそれぞれ発生する。
【００３４】
　本実施形態におけるホログラム記録媒体１はマスターホログラム記録媒体２１を複製し
て形成される。マスターホログラム記録媒体２１とホログラム記録媒体１は、図２に示す
ように情報を有するホログラム２３からの第１再生光１６のビームウエスト１６ａの位置
を中心として対称位置となるように配置される。本実施形態では、マスターホログラム記
録媒体２１とホログラム記録媒体１の間にスペーサ３３を配置して位置決めしている。
【００３５】
　また、複製に用いる装置として情報を有するホログラム２３及び複製判別ホログラム２
４を形成した参照光２５と同じ波長で同じ角度の参照光５を発光する発光部３０を用い、
発光部３０からの参照光５をレンズ３２により平行光とし、マスターホログラム記録媒体
２１及びホログラム記録媒体１の略全体に入射させる。
【００３６】
　マスター記録層２２に形成されている情報を有するホログラム２３は、形成に用いた参
照光２５と同じ波長で同じ角度の参照光５を入射させることにより第１再生光１６を発生
する。第１再生光１６は、マスター記録層２２と記録層２の中間位置にビームウエスト１
６ａを有する。また、第１再生光１６はビームウエスト１６ａに収束して、それから発散
光束となり、マスターホログラム記録媒体２１を透過した参照光５とホログラム記録媒体
１の記録層２において干渉する。
【００３７】
　第１再生光１６のビームウエスト１６ａは、マスターホログラム記録媒体２１とホログ
ラム記録媒体１の中間に位置するため、記録層２における第１再生光１６の断面径がマス
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ター記録層２２に形成されているホログラム２３の径と同じとなり、記録層２に同じ大き
さのホログラム３を形成することができる。
【００３８】
　発光部３０からの参照光５はマスター記録層２２に形成されている複製判別ホログラム
２４にも入射し、複製判別ホログラム２４は第２再生光１７を発生する。情報を有するホ
ログラム２３の場合と同様、発生した第２再生光１７はマスターホログラム記録媒体２１
を透過した参照光５とホログラム記録媒体１の記録層２で干渉する。
【００３９】
　第２再生光１７は第１再生光１６と異なる高さにビームウエスト１７ａを有するため、
記録層２における第２再生光１７の断面径はマスター記録層２２に形成されている複製判
別ホログラム２４の径と異なり、記録層２には複製判別ホログラム４がマスター記録層２
２に形成された大きさと異なる大きさで形成される。
【００４０】
　図３に示すように、本実施形態におけるホログラム記録媒体１をさらに複製し複製ホロ
グラム記録媒体１１を形成した場合、複製判別ホログラム４から発生する第２再生光７は
、第１再生光６と異なる高さにビームウエスト７ａを有するため、複製ホログラム記録媒
体１１の複製記録層１２には、複製判別ホログラム１４が記録層２に形成された大きさと
異なる大きさで形成される。
【００４１】
　したがって、複製物の記録層２に形成されている複製判別ホログラム４の大きさを調べ
ることによって、不正な複製かどうかを容易に判別することができ、ホログラム記録媒体
１の不正複製を防止することができる。
【００４２】
　複製されたホログラム記録媒体１は、もう一度複製することによって、元のホログラム
記録媒体１と同一のホログラム記録媒体１が形成されるため、複製判別ホログラム４の大
きさは同一となる。しかし、記録層２に形成される複製判別ホログラム４は、複製を行う
度に回折効率が低下するため、形成されたホログラム４における回折強度が複製を繰り返
す毎に低下する。回折強度の低下により品質は低下しホログラム４の読み出しが困難とな
るため、複製を複数回行った場合に生じる問題は解消される。
【００４３】
　次に第２の実施形態について説明する。本実施形態におけるホログラム記録媒体１は第
１の実施形態同様、マスターホログラム記録媒体２１により複製されてなる。図４にマス
ターホログラム記録媒体２１の形成について示し、図５に本実施形態におけるホログラム
記録媒体１の形成について示す。
【００４４】
　マスターホログラム記録媒体２１のマスター記録層２２には、第１の実施形態同様、情
報を有するホログラム２３と複製判別ホログラム２４が形成される。ここで、図４に示す
ように情報を有するホログラム３を形成する第１物体光２６と、複製判別ホログラム２４
を形成する第２物体光２７は、それぞれ同じ高さにビームウエスト２６ａ、２７ａを有す
る。したがって、マスター記録層２２には、情報を有するホログラム２３と複製判別ホロ
グラム２４が同じ大きさで形成される。
【００４５】
　本実施形態におけるホログラム記録媒体１の形成について説明する。第１の実施形態同
様、第１再生光１６のビームウエスト１６ａが中心となるようにマスターホログラム記録
媒体２１とホログラム記録媒体１を配置する。また、マスターホログラム記録媒体２１と
ホログラム記録媒体１の間で第２再生光１７が通過する位置に第２媒質８を配置する。第
１再生光１６が通過する位置には、第１媒質たる空気が存在している。第２媒質８は、こ
の第１媒質とは異なる屈折率を有したものである。第２再生光１７は、第２媒質８を通過
することによって、第１媒質を通過する場合に対して光路長が変化するため、記録層２に
おける第１再生光１６と第２再生光１７のビーム径は互いに異なり、情報を有するホログ
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ラム３と複製判別ホログラム４は互いに異なる大きさで形成される。また、第２媒質８は
ホログラム記録媒体１と複製ホログラム記録媒体１１の配置に用いるスペーサ３３として
の機能も有する。
【００４６】
　図６に示すように、第２媒質８を配置することなく本実施形態におけるホログラム記録
媒体１を複製し、複製ホログラム記録媒体１１を形成した場合、複製判別ホログラム４か
ら発生する第２再生光７は、第１再生光６と異なる高さにビームウエスト７ａを有するた
め、複製記録層１２には複製判別ホログラム１４が記録層２に形成された大きさと異なる
大きさで形成される。
【００４７】
　したがって、複製物の記録層２に形成されている複製判別ホログラム４の大きさを調べ
ることによって、不正な複製かどうかを容易に判別することができ、ホログラム記録媒体
１の不正複製を防止することができる。また、本実施形態では、マスターホログラム記録
媒体２１を形成する際に、ホログラム２３と複製判別ホログラム２４を同じ位置にビーム
ウエスト２６ａ、２７ａを有する物体光２６、２７により形成することができるので、光
学系を簡易にすることができる。
【００４８】
　次に第３の実施形態について説明する。本実施形態におけるホログラム記録媒体１は第
１又は第２の実施形態同様、マスターホログラム記録媒体２１によって複製されてなる。
図７にマスターホログラム記録媒体２１の形成について示し、図8に本実施形態における
ホログラム記録媒体１の形成について示す。
【００４９】
　マスターホログラム記録媒体２１のマスター記録層２２には、第１又は第２の実施形態
同様、情報を有するホログラム２３と複製判別ホログラム２４が形成される。情報を有す
るホログラム２３は、図７に示すようにマスター記録層２２に対して所定の入射角度を有
する第１物体光２６により形成される。また、複製判別ホログラム２４は、第１物体光２
６と異なる入射角度を有する第２物体光２７により形成される。
【００５０】
　本実施形態におけるホログラム記録媒体１の形成について説明する。図８に示すように
、情報を有するホログラム２３からの第１再生光１６と、複製判別ホログラム２４からの
第２再生光１７は、互いに出射角度が異なるため、記録層２には第２再生光１７により形
成される複製判別ホログラム４は、マスター記録層２２に形成した位置と異なる位置に形
成される。
【００５１】
　図９に示すように、本実施形態におけるホログラム記録媒体１をさらに複製し、複製ホ
ログラム記録媒体１１を形成した場合、情報を有するホログラム３からの第１再生光６と
、複製判別ホログラム４からの第２再生光７は、それぞれ出射角度が異なり、複製ホログ
ラム記録媒体１１の複製記録層１２には複製判別ホログラム１４が記録層２に形成された
位置と異なる位置に形成される。
【００５２】
　したがって、複製物の記録層２に形成されている複製判別ホログラム４の位置を調べる
ことによって、不正な複製かどうかを容易に判別することができ、ホログラム記録媒体１
の不正複製を防止することができる。
【００５３】
　次に第４の実施形態について説明する。本実施形態におけるホログラム記録媒体１は、
第１～第３の実施形態と同様、マスターホログラム記録媒体２１により複製されてなる。
図１０にマスターホログラム記録媒体２１の形成について示し、図１１に本実施形態にお
けるホログラム記録媒体１の形成について示す。ここで、マスターホログラム記録媒体２
１は、本実施形態におけるホログラム記録媒体１より記録領域が平面方向に大きなものと
する。
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【００５４】
　マスターホログラム記録媒体２１のマスター記録層２２には、図１０に示すように情報
を有するホログラム２３と複製判別ホログラム２４が形成される。情報を有するホログラ
ム２３は第３の実施形態と同様の第１物体光２６により形成される。また、複製判別ホロ
グラム２４は、第１物体光２６と異なる角度を有して入射する第２物体光２７によって形
成され、ホログラム記録媒体１の端部よりも外側の位置に設けられる。
【００５５】
　図１１に示すように、複製判別ホログラム２４からの第２再生光１７は、ホログラム記
録媒体１に対しては、記録層２の端部２ａより外側から入射する。したがって、本実施形
態におけるホログラム記録媒体１の記録層２には、記録層２端部より外側から入射する第
２再生光１７により複製判別ホログラム４が形成される。
【００５６】
　図１２に示すように、本実施形態におけるホログラム記録媒体１をさらに複製し、複製
ホログラム記録媒体１１を形成した場合、複製判別ホログラム４からの第２再生光７は、
複製用ホログラム記録媒体１１の複製記録層１２の端部１２ａより外側を通過するため、
複製記録層１２には複製判別ホログラムが形成されない。したがって、複製物の記録層２
内の複製判別ホログラム４の有無を調べることによって、不正な複製かどうかを容易に判
別することができ、ホログラム記録媒体１の不正複製を防止することができる。なお、こ
の場合には複製ホログラム記録媒体１１からさらに複製を行っても、複製判別ホログラム
４は形成されないので、複製を繰り返してもホログラム記録媒体１と同じ複製物は形成で
きない点で複製防止により効果的である。
【００５７】
　次に第５の実施形態について説明する。本実施形態におけるホログラム記録媒体１は、
第１～第４の実施形態と同様、マスターホログラム記録媒体２１により複製されてなる。
図１３にマスターホログラム記録媒体２１の形成について示し、図１４に本実施形態にお
けるホログラム記録媒体１の形成について示す。
【００５８】
　マスターホログラム記録媒体２１のマスター記録層２２には、図１３に示すように情報
を有するホログラム２３と複製判別ホログラム２４が形成される。情報を有するホログラ
ム２３は第３又は第４の実施形態と同様の第１物体光２６により形成される。また、複製
判別ホログラム２４は第１物体光２６とそれぞれ異なる角度を有して入射する複数の第２
物体光２７、２７により多重形成される。図１４に示すように、参照光５の入射により複
製判別ホログラム２４から発生する各第２再生光１７、１７は、ホログラム記録媒体１の
記録層２の所定位置に集光し、複製判別ホログラム４が多重形成される。また、情報を有
したホログラム３は、第１再生光１６と参照光５により形成される。
【００５９】
　図１５に示すように、本実施形態におけるホログラム記録媒体１をさらに複製し、複製
ホログラム記録媒体１１を形成した場合、複製判別ホログラム４から複数の第２再生光７
、７が発生し、複製判別ホログラム１４、１４が複数形成される。したがって、複製物の
記録層２に形成されている複製判別ホログラム４の数を調べることによって、不正な複製
かどうかを容易に判別することができ、ホログラム記録媒体１の不正複製を防止すること
ができる。
【００６０】
　複製ホログラム記録媒体１１をさらに複製することによって、元のホログラム記録媒体
１と全く同一のホログラム記録媒体を形成することができる。しかし、本実施形態におけ
るホログラム記録媒体１を複数回複製した場合、複製判別ホログラム４の回折強度は情報
を有するホログラム３の回折強度と比べ低下するため、配置は同じであっても回折強度の
低いものが形成される。したがって、情報を有するホログラム３と複製判別ホログラム４
の回折強度比を調べることによって、不正な複製を判別することができる。
【００６１】
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　次に第６の実施形態について説明する。本実施形態におけるホログラム記録媒体１は、
第１の実施形態と同様、マスターホログラム記録媒体２１により複製されてなる。図１６
にマスターホログラム記録媒体２１の形成について示し、図１７に本実施形態におけるホ
ログラム記録媒体１の形成について示す。
【００６２】
　図１６に示すように、マスターホログラム記録媒体２１のマスター記録層２２には、情
報を有するホログラム２３と複製判別ホログラム２４が、第１物体光２６と第２物体光２
７を、参照光２５と対向する方向から入射させた反射型として形成される。本実施形態に
おいては、物体光をマスターホログラム記録媒体２１の下側から入射することとした。す
なわち、情報を有するホログラム２３は、ビームウエスト２６ａをマスター記録層２２よ
り上方位置に有する第１物体光２６と、発光部３０から発光されレンズ３１により平行光
とされた参照光２５により形成される。また、複製判別ホログラム２４は、第１物体光２
６と異なる高さとなるマスター記録層２２内にビームウエスト２７ａを有する第２物体光
２７と、情報を有するホログラム２３の形成に用いた参照光２５により形成される。
【００６３】
　第１物体光２６と第２物体光２７は、第１の実施形態同様ビームウエストの高さが互い
に異なるため、マスター記録層２２における第１物体光２６と第２物体光２７のビーム径
は互いに異なり、情報を有するホログラム２３と複製判別ホログラム２４は互いに異なる
大きさで形成される。また、図１７に示すように、情報を有するホログラム２３及び複製
判別ホログラム２４は、参照光５を入射させることによって第１再生光１６及び第２再生
光１７をそれぞれ上向きに発生する。
【００６４】
　第１再生光１６と第２再生光１７はそれぞれ上向きに発生するため、本実施形態におけ
るホログラム記録媒体１を形成するには、第１再生光１６のビームウエスト１６ａの位置
を中心として対称となる位置、すなわち、マスターホログラム記録媒体２１の上側にホロ
グラム記録媒体１を配置する。そして、第１の実施形態同様、参照光５をマスターホログ
ラム記録媒体２１及びホログラム記録媒体１の略全体に入射させると、第１再生光１６及
び第２再生光１７がホログラム記録媒体１の記録層２で参照光５と干渉し、情報を有する
ホログラム３はマスター記録層２２に形成されたホログラム２３と同じ大きさで、複製判
別ホログラム４はマスター記録層２２に形成されたホログラム２４とは異なる大きさで形
成される。
【００６５】
　図１８に示すように、本実施形態におけるホログラム記録媒体１を同様の方法で複製し
複製ホログラム記録媒体１１を形成した場合、複製判別ホログラム４から発生する第２再
生光７は、第１再生光６と異なる高さにビームウエスト７ａを有するため、複製ホログラ
ム記録媒体１１の複製記録層１２には、複製判別ホログラム１４が記録層２に形成された
大きさとは異なる大きさで形成される。
【００６６】
　したがって、複製物の記録層２に形成されている複製判別ホログラム４の大きさを調べ
ることによって、不正な複製かどうかを容易に判別することができ、ホログラム記録媒体
１の不正複製を防止することができる。
【００６７】
　本実施形態は、マスターホログラム記録媒体２１に形成されるホログラムを、物体光と
参照光を対向する方向から入射させて形成する反射型のホログラムとして第１の実施形態
に適用したものである。ただし、本発明の実施形態はこれに限られず、第２～第５の実施
形態にも同様に適用可能である。
【００６８】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の適用はこの実施形態には限られ
ず、その技術的思想の範囲内において様々に適用されうるものである。例えば、本実施形
態におけるホログラム記録媒体１の記録層２に形成される情報を有するホログラム３の数
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は、本実施形態に限られず、多数形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本実施形態におけるホログラム記録媒体を形成するマスターホログラム記録媒体
の形成について示した概念図である。
【図２】本実施形態におけるホログラム記録媒体の形成について示した概念図である。
【図３】本実施形態におけるホログラム記録媒体の複製について示した概念図である。
【図４】第２の実施形態におけるホログラム記録媒体を形成するマスターホログラム記録
媒体の形成について示した概念図である。
【図５】第２の実施形態におけるホログラム記録媒体の形成について示した概念図である
。
【図６】第２の実施形態におけるホログラム記録媒体の複製について示した概念図である
。
【図７】第３の実施形態におけるホログラム記録媒体を形成するマスターホログラム記録
媒体の形成について示した概念図である。
【図８】第３の実施形態におけるホログラム記録媒体の形成について示した概念図である
。
【図９】第３の実施形態におけるホログラム記録媒体の複製について示した概念図である
。
【図１０】第４の実施形態におけるホログラム記録媒体を形成するマスターホログラム記
録媒体の形成について示した概念図である。
【図１１】第４の実施形態におけるホログラム記録媒体の形成について示した概念図であ
る。
【図１２】第４の実施形態におけるホログラム記録媒体の複製について示した概念図であ
る。
【図１３】第５の実施形態におけるホログラム記録媒体を形成するマスターホログラム記
録媒体の形成について示した概念図である。
【図１４】第５の実施形態におけるホログラム記録媒体の形成について示した概念図であ
る。
【図１５】第５の実施形態におけるホログラム記録媒体の複製について示した概念図であ
る。
【図１６】第６の実施形態におけるホログラム記録媒体を形成するマスターホログラム記
録媒体の形成について示した概念図である。
【図１７】第６の実施形態におけるホログラム記録媒体の形成について示した概念図であ
る。
【図１８】第６の実施形態におけるホログラム記録媒体の複製について示した概念図であ
る。
【図１９】従来の複製されるホログラム記録媒体の形成について示した概念図である。
【図２０】図１９に示すホログラム記録媒体の複製について示した概念図である。
【図２１】従来の複製されるホログラム記録媒体において反射型のホログラムを形成した
場合について示した概念図である。
【図２２】図２１に示すホログラム記録媒体の複製について示した概念図である。
【符号の説明】
【００７０】
　　１　　ホログラム記録媒体
　　２　　記録層
　　３　　ホログラム
　　４　　複製判別ホログラム
　　５　　参照光
　　６　　第１再生光
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　　６ａ　ビームウエスト
　　７　　第２再生光
　　７ａ　ビームウエスト
　　８　　第２媒質
　１１　　複製ホログラム記録媒体
　１２　　複製記録層
　１２ａ　端部
　１３　　ホログラム
　１４　　複製判別ホログラム
　１６　　第１再生光
　１６ａ　ビームウエスト
　１７　　第２再生光
　１７ａ　ビームウエスト
　２１　　マスターホログラム記録媒体
　２２　　マスター記録層
　２３　　ホログラム
　２４　　複製判別ホログラム
　２５　　参照光
　２６　　第１物体光
　２６ａ　ビームウエスト
　２７　　第２物体光
　２７ａ　ビームウエスト
　３０　　発光部
　３１　　レンズ
　３２　　レンズ
　３３　　スペーサ
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